
トラベルプランナー  とれいる。  

受 注 型 企 画 旅 行 条 件 書 ・ 契 約 書 面  

（ 旅 行 業 法 第 12 条 の 4 に よ る 旅 行 条 件 説 明 書 面 ）  
（ 旅 行 業 法 第 12 条 の 5 に よ る 契 約 書 面 ）  
※ こ の 書 面 は 、 旅 行 契 約 が 成 立 し た 場 合 に は 契 約   

書 面 の 一 部 と な り ま す 。  
 

１  受注型企画旅行契約                                  

( 1 )「 受 注 型 企 画 旅 行 契 約 」（ 以 下 「 旅 行 契 約 」 と  
い い ま す 。） と は 、 ト ラ ベ ル プ ラ ン ナ ー と れ  
い る 。（ 以 下 「 当 社 」 と い う ） が お 客 様 の 依  
頼 に よ り 、 旅 行 の 目 的 地 及 び 日 程 、 お 客 様 が  
提 供 を 受 け る こ と が で き る 運 送 等 サ ー ビ ス の  
内 容 並 び に お 客 様 が 当 社 に 支 払 う べ き 旅 行 代  
金 の 額 を 定 め た 旅 行 に 関 す る 計 画 を 作 成 し 、  
こ れ に よ り 旅 行 を 実 施 す る 旅 行 契 約 を い い ま  
す 。  

( 2 )  当 社 は 、 旅 行 契 約 の 履 行 に 当 た っ て 、 手 配 の  
全 部 又 は 一 部 を 本 邦 内 又 は 本 邦 外 の 他 の 旅 行  
業 者 、 手 配 を 業 と し て 行 う 者 そ の 他 の 補 助 者  
に 代 行 さ せ る こ と が あ り ま す 。  

 

２  契 約 の 申 し 込 み                     
     
( 1 )  当 社 は 、 旅 行 契 約 の 申 込 み を し よ う と す る お

客 様 か ら の 依 頼 が あ っ た と き は 、 当 社 の 業 務
上 の 都 合 が あ る と き を 除 き 、 当 該 依 頼 の 内 容
に 沿 っ て 作 成 し た 旅 行 日 程 、 旅 行 サ ー ビ ス の
内 容 、 旅 行 代 金 そ の 他 の 旅 行 条 件 に 関 す る 企
画 の 内 容 を 記 載 し た 書 面 （ 以 下 「 企 画 書 面 」
と い い ま す 。） を 交 付 し ま す 。  

( 2 )  当 社 は 、 前 項 の 企 画 書 面 に お い て 、 旅 行 代 金
の 内 訳 と し て 企 画 に 関 す る 取 扱 料 金 (以 下
「 企 画 料 金 」 と い い ま す 。 )の 金 額 を 明 示 す
る こ と が あ り ま す 。  

( 3 )  当 社 が お 客 様 に 交 付 し た 企 画 書 面 の 内 容 に 関
し 旅 行 契 約 を 申 込 も う と す る お 客 様 は 、 当 社
所 定 の 申 込 書 に 所 定 の 事 項 を 記 入 の 上 、 当 社
が 別 に 定 め る 金 額 の 申 込 金 と と も に 当 社 に 提
出 し て い た だ き ま す 。  

( 4 )  当 社 は 、 同 一 コ ー ス に お い て 、 参 加 し よ う と
す る 複 数 の お 客 様 が 責 任 あ る 代 表 者 （ 以 下
「 契 約 責 任 者 」 と い い ま す 。） を 定 め て 旅 行
契 約 を 申 込 ん だ と き は 、 旅 行 契 約 の 締 結 及 び
解 除 等 に 関 す る 一 切 の 代 理 権 を 契 約 責 任 者 が
有 し て い る も の と み な し ま す 。  

( 5 )  契 約 責 任 者 は 、 当 社 が 定 め る 日 ま で に 、 構 成
者 の 名 簿 を 当 社 に 提 出 し な け れ ば な り ま せ
ん 。  

( 6 )  当 社 は 、 契 約 責 任 者 が 構 成 者 に 対 し て 現 に 負
い 、 又 は 将 来 負 う こ と が 予 測 さ れ る 債 務 又 は
義 務 に つ い て は 、 何 ら の 責 任 を 負 う も の で は
あ り ま せ ん 。  

( 7 )  当 社 は 、 契 約 責 任 者 が 団 体 ・ グ ル ー プ に 同 行
し な い 場 合 、 旅 行 開 始 後 に お い て は 、 あ ら か
じ め 契 約 責 任 者 が 選 任 し た 構 成 者 を 契 約 責 任
者 と み な し ま す 。  

( 8 )  a .  健 康 を 害 し て い る 方 、 b.  身 体 に 障 害 の あ
る 方 、 c.  妊 娠 中 の 方 、 d.  補 助 犬 使 用 者 の
方 、 そ の 他 の 特 別 な 配 慮 を 必 要 と す る 方 は 、
そ の 旨 お 申 出 く だ さ い 。 当 社 は 可 能 な 範 囲 内
で こ れ に 応 じ ま す 。 な お 、 お 客 様 か ら の お 申
出 に 基 づ き 、 当 社 が お 客 様 の た め に 講 じ た 特
別 な 措 置 に 要 す る 費 用 は お 客 様 の 負 担 と し ま
す 。  
 

３  契 約 締 結 の 拒 否                           
当 社 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 旅 行 契 約
の 締 結 に 応 じ な い こ と が あ り ま す 。  

( 1 )  当 社 の 業 務 上 の 都 合 が あ る と き 。  
( 2 )  通 信 契 約 を 希 望 さ れ る 場 合 、 お 客 様 の 有 す る

ク レ ジ ッ ト カ ー ド が 無 効 で あ る 等 で 、 お 客 様
が 旅 行 代 金 等 を 提 携 カ ー ド 会 社 の 会 員 規 約 に
従 っ て 決 済 で き な い 時 は 、 お 申 込 み を お 断 り
す る 場 合 が あ り ま す 。 た だ し 、 当 社 ら が 別 途

指 定 す る 期 日 ま で に 現 金 に よ る 旅 行 代 金 を お
支 払 い い た だ い た 場 合 は こ の 限 り で は あ り ま
せ ん 。  

( 3 )  お 客 様 が 他 の 旅 行 者 に 迷 惑 を 及 ぼ し 、 又 は 団
体 行 動 の 円 滑 な 実 施 を 妨 げ る お そ れ が あ る と
き 。  
 

４  契 約 の 成 立 時 期            
     
( 1 )  旅 行 契 約 は 、 当 社 が 旅 行 契 約 の 締 結 を 承 諾

し 、 申 込 金 を 受 理 し た 時 に 成 立 し ま す 。  
( 2 )  当 社 は 、 契 約 責 任 者 と 旅 行 契 約 を 締 結 す る 場

合 、 書 面 に よ る 特 約 を も っ て 、 申 込 金 の 支 払
い を 受 け る こ と な く 旅 行 契 約 の 締 結 を 承 諾 す
る こ と が あ り ま す 。 こ の 場 合 、 旅 行 契 約 は 、
（ 1） の 規 定 に か か わ ら ず 当 社 が 契 約 責 任 者
に 当 該 書 面 を 交 付 し た と き に 成 立 す る も の と
し ま す 。  

( 3 )  申 込 金 は 、 旅 行 代 金 、 取 消 料 、 そ の 他 の お 客
様 が 当 社 に 支 払 う 金 銭 の 一 部 に 充 当 し ま す 。  

( 4 )  通 信 契 約 は 、（ 1） の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 社
が 申 込 み を 承 諾 す る 旨 の 通 知 を 発 し た 時 に 成
立 す る も の と し ま す 。 た だ し 、 当 該 旅 行 契 約
に お い て 、 電 子 メ ー ル 、 フ ァ ク シ ミ リ 、 留 守
番 電 話 等 に よ る 電 子 承 諾 通 知 を 発 す る 場 合
は 、 当 該 通 知 が お 客 様 に 到 達 し た 時 に 成 立 す
る も の と し ま す 。  
 

５  契 約 書 面 の 交 付            
     
( 1 )  当 社 は 、 旅 行 契 約 の 成 立 後 速 や か に 、 お 客 様

に 、 旅 行 日 程 、 旅 行 サ ー ビ ス の 内 容 、 旅 行 代
金 そ の 他 旅 行 条 件 及 び 当 社 の 責 任 に 関 す る 事
項 を 記 載 し た 書 面 （ 以 下 「 契 約 書 面 」 と い
い 、 企 画 書 面 、 本 旅 行 条 件 書 及 び 旅 行 契 約 締
結 年 月 日 を 証 す る 書 類 （ た だ し 、「 2  契 約 の
申 込 み 」（ 4） の 通 信 契 約 の と き を 除 き ま
す 。） よ り な り ま す 。） を 交 付 し ま す 。  

( 2 )  当 社 が 旅 行 契 約 に よ り 手 配 し 旅 程 を 管 理 す る
義 務 を 負 う 旅 行 サ ー ビ ス の 範 囲 は 、 前 項 の 契
約 書 面 に 記 載 す る と こ ろ に よ り ま す 。  
 

６  確 定 書 面               
     
( 1 )  契 約 書 面 に お い て 、 確 定 さ れ た 旅 行 日 程 又 は

運 送 若 し く は 宿 泊 機 関 の 名 称 を 記 載 で き な い
場 合 に は 、 当 該 契 約 書 面 に お い て 利 用 予 定 の
宿 泊 機 関 及 び 旅 行 計 画 上 重 要 な 運 送 機 関 の 名
称 を 限 定 し て 列 挙 し た 上 で 、 当 該 契 約 書 面 交
付 後 、 旅 行 開 始 日 の 前 日 （ 旅 行 開 始 日 の 前 日
か ら 起 算 し て さ か の ぼ っ て 7 日 目 に 当 た る 日
以 降 に 契 約 の 申 込 み が な さ れ た 場 合 に あ っ て
は 、 旅 行 開 始 日 ） ま で に 、 こ れ ら の 確 定 状 況
を 記 載 し た 書 面 （ 以 下 「 確 定 書 面 」 と い い ま
す 。） を 交 付 し ま す 。  

( 2 )  前 項 の 場 合 に お い て 、 手 配 状 況 の 確 認 を 希 望
す る お 客 様 か ら 問 い 合 わ せ が あ っ た と き は 、
確 定 書 面 の 交 付 前 で あ っ て も 、 当 社 は 迅 速 か
つ 適 切 に こ れ に 回 答 し ま す 。  

( 3 )  確 定 書 面 を 交 付 し た 場 合 に は 、「 5 契 約 書 面
の 交 付 」（ 2） に よ り 当 社 が 手 配 し 旅 程 を 管 理
す る 義 務 を 負 う 旅 行 サ ー ビ ス の 範 囲 は 、 当 該
確 定 書 面 に 記 載 す る と こ ろ に 特 定 さ れ ま す 。  
 

７ 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更  
     
( 1 )  旅 行 代 金 の 額 は 、 企 画 書 面 に 記 載 し ま す 。 旅

行 代 金 は 旅 行 出 発 日 ま で の 当 社 が 定 め る 期 日
ま で に お 支 払 い く だ さ い 。  

( 2 )  利 用 す る 運 送 機 関 の 運 賃 ・ 料 金 が 企 画 書 面 に
記 載 し た 基 準 日 に お い て 有 効 な 公 示 さ れ て い
る 適 用 運 賃 ・ 料 金 が 著 し い 経 済 情 勢 の 変 化 等
に よ り 、 通 常 想 定 さ れ る 程 度 を 大 幅 に 超 え て
改 定 さ れ た 時 は 、 そ の 範 囲 内 で 旅 行 代 金 を 増
額 又 は 減 額 す る こ と が あ り ま す 。 こ の 場 合 に
お い て 、 適 用 運 賃 ・ 料 金 が 減 額 さ れ た と き
は 、 そ の 減 少 額 だ け 旅 行 代 金 を 減 額 し ま す 。
ま た 、 旅 行 代 金 を 増 額 す る 場 合 は 旅 行 出 発 日  



の 前 日 か ら 起 算 し て さ か の ぼ っ て 15 日 目 に 当
た る 日 よ り 前 に 通 知 し ま す 。  

( 3 )  当 社 は 、 運 送 ・ 宿 泊 機 関 等 の 利 用 人 員 に よ り
旅 行 代 金 が 異 な る 旨 を 契 約 書 面 に 記 載 し た 場
合 に お い て 、 契 約 の 成 立 後 に 当 社 の 責 に 帰 す
べ き 事 由 に よ ら ず 当 該 利 用 人 員 が 変 更 と な っ
た と き は 、 契 約 書 面 に 記 載 し た と こ ろ に よ り
旅 行 代 金 の 額 を 変 更 す る こ と が あ り ま す 。  

( 4 )  次 項 「 8 契 約 内 容 の 変 更 」（ 2） の 規 定 に 基 づ
く 契 約 内 容 の 変 更 に よ る 旅 行 費 用 の 増 減 が 発
生 し た 場 合 は 、 旅 行 代 金 を 変 更 す る 場 合 が あ
り ま す 。 こ の 旅 行 費 用 に は 当 該 変 更 に 伴 う 旅
行 サ ー ビ ス に 係 る 取 消 料 、 違 約 料 を 含 み ま
す 。 た だ し 、 旅 行 費 用 の 増 加 が 運 送 ・ 宿 泊 機
関 等 が 旅 行 サ ー ビ ス の 提 供 を 行 っ て い る に も
か か わ ら ず 、 座 席 ・ 部 屋 そ の 他 の 諸 施 設 の 不
足 が 発 生 （ 以 下 「 オ ー バ ー フ ロ ー 」 と い い ま
す 。） し て い る 場 合 は 旅 行 代 金 を 変 更 い た し ま
せ ん 。  
 

８  契 約 内 容 の 変 更            
     
( 1 )  お 客 様 か ら 旅 行 契 約 内 容 の 変 更 の 求 め が あ っ

た と き は 、 当 社 は 可 能 な 限 り お 客 様 の 求 め に
応 じ ま す 。 こ の 場 合 、 当 社 は 旅 行 代 金 を 変 更
す る こ と が あ り ま す 。  

( 2 )  当 社 は 、 天 災 地 変 、 戦 乱 、 暴 動 、 運 送 ・ 宿 泊
機 関 等 の 旅 行 サ ー ビ ス 提 供 の 中 止 、 官 公 署 の
命 令 、 当 初 の 運 行 計 画 に よ ら な い 運 送 サ ー ビ
ス の 提 供 そ の 他 当 社 の 関 与 し 得 な い 事 由 が 生
じ た 場 合 に お い て 、 旅 行 の 安 全 且 つ 円 滑 な 実
施 を 図 る た め や む を 得 な い と き は 、 お 客 様 に
あ ら か じ め 速 や か に 当 該 事 由 が 関 与 し 得 な い
も の で あ る 理 由 及 び 当 該 事 由 と の 因 果 関 係 を
説 明 し て 、 旅 行 日 程 、 旅 行 サ ー ビ ス の 内 容 そ
の 他 を 変 更 す る こ と が あ り ま す 。 た だ し 、 緊
急 の 場 合 に お い て 、 や む を 得 な い と き は 、 変
更 後 に 説 明 し ま す 。  

( 3 )  企 画 書 面 承 諾 後 、 旅 行 者 か ら 契 約 内 容 の 変 更
の 申 し 出 が あ っ た と き は 、 変 更 の た め に 運
送 ・ 宿 泊 機 関 等 に 支 払 う 取 消 料 、 違 約 料 を 負
担 い た だ く ほ か 、 下 記 の 変 更 手 続 料 金 を 支 払
わ な け れ ば な り ま せ ん 。  

 変 更 手 続 料 金  

 

９  契 約 の 解 除              
     
【 お 客 様 の 解 除 】  
( 1 )  お 客 様 は 、 下 記 に 記 載 さ れ た と こ ろ に 従 っ て

取 消 料 又 は 企 画 料 金 （ 以 下 「 取 消 料 等 」 と い
い ま す 。） を 当 社 に 支 払 っ て 旅 行 契 約 を 解 除
す る こ と が で き ま す 。  

通 信 契 約 の 場 合 は 、 当 社 は 、 お 客 様 の 署 名 な く  
し て 取 消 料 等 の 支 払 い を 受 け ま す 。  

( 2 )  当 社 の 責 任 と な ら な い ロ ー ン 、 渡 航 手 続 き 等
の 事 由 に よ る 取 消 し の 場 合 も 企 画 書 面 に 記 載

さ れ た と こ ろ に 従 っ て 取 消 料 等 を い た だ き ま
す 。  

( 3 )  旅 行 者 が 当 社 指 定 の 日 ま で に 旅 行 代 金 を 支 払
わ な い 場 合 は 、 当 該 期 日 の 翌 日 に 旅 行 者 が 契
約 を 解 除 し た も の と み な し ま す 。 こ の 場 合 、
旅 行 者 は 当 社 に 対 し 前 号 の 取 消 料 に 相 当 す る
額 の 違 約 料 を 支 払 わ な け れ ば な り ま せ ん 。  

( 4 )  お 客 様 は 次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 取 消 料 等
を 支 払 う こ と な く 旅 行 契 約 を 解 除 す る こ と が
で き ま す 。  

 〔 旅 行 開 始 前 〕  
①  当 社 に よ っ て 契 約 内 容 が 変 更 さ れ た と き 。
た だ し 、 そ の 変 更 が ＜ 変 更 補 償 金 ＞ の 表 の 左
欄 に 掲 げ る も の そ の 他 の 重 要 な も の で あ る と
き に 限 り ま す 。  

②  「 7 旅 行 代 金 の 支 払 時 期 と 旅 行 代 金 の 変
更 」（ 3） 規 定 に 基 づ い て 旅 行 代 金 が 増 額 さ れ
た と き 。  

③  天 災 地 変 、 戦 乱 、 暴 動 、 運 送 ・ 宿 泊 機 関 等
の 旅 行 サ ー ビ ス 提 供 の 中 止 、 官 公 署 の 命 令 そ
の 他 の 事 由 が 生 じ た 場 合 に お い て 、 旅 行 の 安
全 か つ 円 滑 な 実 施 が 不 可 能 と な り 、 又 は 不 可
能 と な る お そ れ が 極 め て 大 き い と き 。  

④  当 社 が お 客 様 に 対 し 「 6 確 定 書 面 」（ 1） に
定 め る 期 日 ま で に 確 定 書 面 を 交 付 し な か っ た
と き 。  

⑤  当 社 の 責 に 帰 す べ き 事 由 が 生 じ た 場 合 に お
い て 契 約 書 面 に 記 載 し た 旅 行 日 程 に 従 っ た 旅
行 の 実 施 が 不 可 能 と な っ た と き 。  
 

【 当 社 の 解 除 】  
( 1 )  お 客 様 か ら 「 7 旅 行 代 金 の 支 払 時 期 と 旅 行

代 金 の 変 更 」 に 定 め る 期 日 ま で に 旅 行 代 金 の
お 支 払 い が な い と き は 、 当 該 期 日 の 翌 日 に お
客 様 が 旅 行 契 約 を 解 除 し た も の と し 、 企 画 書
面 に 記 載 さ れ た と こ ろ に 従 っ て 取 消 料 等 を い
た だ き ま す 。  

( 2 )  当 社 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 お 客 様
に 理 由 を 説 明 し て 、 旅 行 契 約 を 解 除 す る 場 合
が あ り ま す 。  

〔 旅 行 開 始 前 〕  
①  お 客 様 が 病 気 、 介 助 者 の 不 在 そ の 他 の 事 由
に よ り 、 旅 行 に 耐 え ら れ な い と 認 め ら れ る と
き 。  

②  他 の お 客 様 に 迷 惑 を 及 ぼ し 、 又 は 団 体 旅 行
の 円 滑 な 実 施 を 妨 げ る お そ れ が あ る と 認 め ら
れ る と き 。  

③  旅 行 契 約 内 容 に 関 し 合 理 的 な 範 囲 を 超 え る
負 担 を 求 め た と き 。  

④  た と え ば 、 ス キ ー 旅 行 に お け る 降 雪 量 等 の
旅 行 実 施 条 件 で 旅 行 契 約 締 結 の 際 に 明 示 し た
も の が 成 就 し な い お そ れ が 極 め て 大 き い と
き 。  

⑤  天 災 地 変 、 戦 乱 、 暴 動 、 運 送 ・ 宿 泊 機 関 等
の 旅 行 サ ー ビ ス 提 供 の 中 止 、 官 公 署 の 命 令 そ
の 他 の 事 由 が 生 じ た 場 合 に お い て 、 旅 行 の 安
全 か つ 円 滑 な 実 施 が 不 可 能 と な り 、 又 は 不 可
能 と な る お そ れ が 極 め て 大 き い と き 。  

〔 旅 行 開 始 後 〕  
①  病 気 、 必 要 な 介 助 者 の 不 在 そ の 他 の 事 由 に
よ り 旅 行 の 継 続 に 耐 え ら れ な い と き 。  

②  添 乗 員 そ の 他 の 者 に よ る 当 社 の 指 示 へ の 違
背 、 こ れ ら の 者 又 は 同 行 す る 他 の 旅 行 者 へ の
暴 行 、 脅 迫 等 に よ る 団 体 行 動 の 規 律 を 乱 し 、
旅 行 の 安 全 か つ 円 滑 な 実 施 を 妨 げ る と き 。  

③  天 災 地 変 、 戦 乱 、 暴 動 、 運 送 ・ 宿 泊 機 関 等
の 旅 行 サ ー ビ ス 提 供 の 中 止 、 官 公 署 の 命 令 そ
の 他 の 当 社 の 関 与 し 得 な い 事 由 が 生 じ た 場 合
で あ っ て 、 旅 行 の 継 続 が 不 可 能 と な っ た と
き 。  

( 4 )  当 社 は 、【 当 社 の 解 除 】（ 2）〔 旅 行 開 始 前 〕 の
規 定 に よ り 旅 行 契 約 を 解 除 し た と き は 、 す で
に 受 理 し て い る 旅 行 代 金 又 は 申 込 金 を 全 額 払
戻 し ま す 。 ま た 、 同 〔 旅 行 開 始 後 〕 の 規 定 に
よ り 旅 行 契 約 を 解 除 し た と き は 、 旅 行 契 約 は
将 来 に 向 か っ て の み 消 滅 し 、 お 客 様 が 既 に 提
供 を 受 け た 旅 行 サ ー ビ ス に 関 す る 当 社 の 債 務
に つ い て は 有 効 な 弁 済 が な さ れ た も の と し ま
す 。 こ の 場 合 、 当 社 は お 客 様 が ま だ 提 供 を 受

運 送 ・ 宿 泊 及 び 観 光 施 設 の 変 更  
8 人 未 満 の 場 合  運 送 ・ 宿 泊 機 関 に つ き

60 0 円 以 内  
8 人 以 上 の 場 合  変 更 に か か る 部 分 の 変 更

前 の 旅 行 費 用 の 5%以 内  

解 除 の 時 期  申 し 受 け る 料 金 の 内 容  

旅 行 開 始 日 の 前 日 か
ら 起 算 し て さ か の ぼ
り 20 日 目 に 当 た る
日 以 降 の 解 除   
日 帰 り 旅 行 に あ っ て
は 10 日 目  

手 配 に 着
手 し た 後  

手 配 に 着
手 す る 前  

旅 行 代 金
の 20 %  

「 旅 程
表 ・ お 見
積 書 」  

に 記 載 の
企 画 料 金  

 

旅 行 開 始 日 の 前 日 か
ら 起 算 し て さ か の ぼ
り 7 日 目 に 当 た る 日
以 降 の 解 除  

旅 行 代 金
の 30 %  

旅 行 開 始 日 前 日 の 解
除  

旅 行 代 金
の 40 %  

旅 行 開 始 当 日 の 解 除  旅 行 代 金
の 50 %  

旅 行 開 始 後 の 解 除 又
は 無 連 絡 不 参 加  

旅 行 代 金
の 10 0 %  



け て い な い 旅 行 サ ー ビ ス に 係 る 金 額 か ら 、 当
該 旅 行 サ ー ビ ス に 対 す る 取 消 料 、 違 約 料 そ の
他 の 既 に 支 払 い 又 は こ れ か ら 支 払 わ な け れ ば
な ら な い 費 用 の 金 額 を 差 し 引 い た も の を 払 い
戻 し ま す 。  
 

10 払 戻 し                
     
( 1 )「 7  旅 行 代 金 の 支 払 時 期 と 旅 行 代 金 の 変 更 」

（ 3） 及 び （ 4） に よ り 旅 行 代 金 が 減 額 さ れ た
場 合 又 は 「 9 契 約 の 解 除 」 の 規 定 に よ り 旅
行 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 で 、 払 い 戻 す べ き 金
額 が 生 じ た と き は 、 旅 行 開 始 前 の 解 除 に よ る
払 戻 し に あ っ て は 、 解 除 の 翌 日 か ら 起 算 し て
7 日 以 内 に 、 減 額 又 は 旅 行 開 始 後 の 解 除 に よ
る 払 戻 し に あ っ て は 企 画 書 面 に 記 載 し た 旅 行
終 了 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 30 日 以 内 に 払 い
戻 し ま す 。  

 

11 旅 程 管 理                
     

当 社 は 、 お 客 様 の 安 全 か つ 円 滑 な 旅 行 の 実 施
を 確 保 す る こ と に 努 力 し 、 次 に 掲 げ る 業 務 を
行 い ま す 。  

( 1 )お 客 様 が 旅 行 中 旅 行 サ ー ビ ス を 受 け る こ と が
で き な い お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き は 、
旅 行 契 約 に 従 っ た 旅 行 サ ー ビ ス が 確 実 に 受 け
ら れ る よ う 必 要 な 措 置 を 講 じ ま す 。  

( 2 )（ 1） の 措 置 を 講 じ た に も か か わ ら ず 、 旅 行 契
約 内 容 を 変 更 せ ざ る を 得 な い と き は 、 代 替 サ
ー ビ ス の 手 配 を 行 い ま す 。 こ の 際 、 旅 行 日 程
を 変 更 す る と き は 、 当 初 の 旅 行 日 程 の 趣 旨 に
か な う も の と な る よ う 努 め ま す 。 ま た 、 旅 行
サ ー ビ ス の 内 容 を 変 更 す る と き は 、 当 初 の 旅
行 サ ー ビ ス と 同 様 の も の と な る よ う 努 め る
等 、 旅 行 契 約 内 容 の 変 更 を 最 小 限 に と ど め る
よ う 努 力 し ま す 。  
 

12 当 社 の 責 任               
     
( 1 )当 社 は 、 本 旅 行 契 約 の 履 行 に あ た っ て 、 当 社

ま た は 手 配 代 行 者 (「 1 受 注 型 企 画 旅 行 契 約 」
（ 2） の 規 定 に 基 づ き 手 配 を 代 行 さ せ た も の 。
以 下 「 手 配 代 行 者 」 と い い ま す 。 )が 故 意 又 は
過 失 に よ り お 客 様 に 損 害 を 与 え た 場 合 は 損 害 を
賠 償 い た し ま す 。 た だ し 、 損 害 発 生 の 翌 日 か ら
起 算 し て 2 年 以 内 に 当 社 に 対 し て 通 知 が あ っ た
と き に 限 り ま す 。  

( 2 )お 客 様 が 天 災 地 変 、 戦 乱 、 暴 動 、 運 送 ・ 宿 泊
機 関 等 の 旅 行 サ ー ビ ス 提 供 の 中 止 、 官 公 署 の 命
令 そ の 他 の 当 社 又 は 当 社 の 手 配 代 行 者 の 関 与 し
得 な い 事 由 に よ り 損 害 を 被 っ た と き は 、 当 社
は 、（ 1） の 場 合 を 除 き 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る 責
任 を 負 い ま せ ん 。  

( 3 )当 社 は 、 手 荷 物 に つ い て 生 じ た （ 1） の 損 害 に
つ い て は 、（ 1） の 定 め に か か わ ら ず 損 害 発 生 の
翌 日 か ら 起 算 し て 、 国 内 旅 行 （ 本 邦 内 の み の 旅
行 を い い ま す 。 以 下 同 じ ） に あ っ て は 14 日 以
内 に 、 お 客 様 １ 名 に つ き 15 万 円 を 限 度 （ 当 社
に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 が あ る 場 合 を 除 き ま す ）
と し て 賠 償 し ま す 。  

 

13 特 別 補 償                            
     
( 1 )当 社 は 、「 12  当 社 の 責 任 」（ 1） の 定 め に 基 づ

く 当 社 の 責 任 が 生 ず る か 否 か を 問 わ ず 、 旅 行 業
約 款 （ 受 注 型 企 画 旅 行 契 約 の 部 ） 別 紙 「 特 別 補
償 規 程 」（ 以 下 「 特 別 補 償 規 程 」 と い い ま す 。）
で 定 め る と こ ろ に よ り 、 お 客 様 が 旅 行 参 加 中
に 、 急 激 か つ 偶 然 な 外 来 の 事 故 に よ り 生 命 、 身
体 ま た は 手 荷 物 に 被 っ た 一 定 の 損 害 に つ い て 以
下 の 通 り 、 あ ら か じ め 定 め る 額 の 補 償 金 及 び 見
舞 金 を 支 払 い ま す 。  
死 亡 補 償 金 と し て 海 外 旅 行 25 0 0 万 円 、 国 内 旅
行 15 0 0 万 円 、 入 院 見 舞 金 と し て 入 院 日 数 に よ
り 海 外 旅 行 ４ 万 円 ～ 40 万 円 、 国 内 旅 行 2 万 円
～ 20 万 円 、 通 院 見 舞 金 と し て 通 院 日 数 に よ り
海 外 旅 行 2 万 円 ～ 10 万 円 、 国 内 旅 行 1 万 円 ～ 5
万 円 、 携 行 品 に 係 る 損 害 補 償 金 と し て 15 万 円

を 限 度 （ た だ し 、 1 個 又 は 1 対 に つ い て の 補 償
限 度 は 、 10 万 円 で す 。） た だ し 、 現 金 、 ク レ ジ
ッ ト カ ー ド 、 貴 重 品 、 撮 影 済 み の フ ィ ル ム 、 磁
気 テ ー プ 、 磁 気 デ ィ ス ク 、 シ ー ・ デ ィ ー ・ ロ
ム 、 光 デ ィ ス ク 等 情 報 機 器 （ コ ン ピ ュ ー タ お よ
び そ の 端 末 装 置 等 の 周 辺 機 器 ） で 直 接 処 理 を 行
え る 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ た 情 報 、 そ の 他 の 「 特
別 補 償 規 程 」 第 18 条 2 項 に 定 め る 品 目 に つ い
て は 補 償 対 象 と し ま せ ん 。  

( 2 )（ 1） の 損 害 に つ い て は 、 当 社 が 「 12  当 社 の  
責 任 」（ 1） の 規 定 に 基 づ く 責 任 を 負 う と き は 、  
そ の 責 任 に 基 づ い て 支 払 う べ き 損 害 賠 償 金 の 額  
の 限 度 に お い て 、 当 社 が 支 払 う べ き （ 1） の 補  
償 金 は 、 当 該 損 害 賠 償 金 と み な し ま す 。  

( 3 )（ 2） に 規 定 す る 場 合 に お い て 、（ 1） の 規 定 に  
基 づ く 当 社 の 補 償 金 支 払 い 義 務 は 、 当 社 が 「 12   
当 社 の 責 任 」（ 1） の 規 定 に 基 づ い て 支 払 う べ き  
損 害 補 償 金 （（ 2） の 規 定 に よ り 損 害 賠 償 金 と み  
な さ れ る 補 償 金 を 含 む ） に 相 当 す る 額 だ け 縮 減  
し ま す 。  

( 4 )お 客 様 が 旅 行 中 に 被 ら れ た 損 害 が 、 お 客 様 の  
故 意 、 酒 酔 い 運 転 、 疾 病 等 の ほ か 、 旅 行 に 含 ま  
れ な い 場 合 で 、 自 由 行 動 中 の 山 岳 登 は ん 、 ス カ  
イ ダ イ ビ ン グ 、 ハ ン グ ラ イ ダ ー 搭 乗 、 超 軽 量 動  
力 機 搭 乗 、 ジ ャ イ ロ プ レ ー ン 搭 乗 、 ヘ リ コ プ タ  
ー ス キ ー 、 氷 河 ス キ ー そ の 他 こ れ に 類 す る 危 険  
な 運 動 中 の 事 故 に よ る も の 等 「 特 別 補 償 規 程 」  
第 3 条 お よ び 第 5 条 に 該 当 す る 場 合 は 、 当 社 は  
（ 1） の 補 償 金 お よ び 見 舞 金 を 支 払 い ま せ ん 。  
た だ し 、 当 該 運 動 が 旅 行 日 程 に 含 ま れ て い る と  
き は 、 こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。  

( 5 )  お 客 様 が 旅 行 の 行 程 か ら 復 帰 の 有 無 お よ び 復  
帰 の 予 定 日 時 等 の 連 絡 な し に 離 団 さ れ た 場 合  
は 、 離 団 中 に 被 ら れ た 損 害 に つ い て は 、「 特 別  
補 償 規 程 」 第 2 条 2 項 に 定 め る 「 企 画 旅 行 参 加  
中 」 の 事 故 と は み な さ れ な い こ と か ら 、 補 償 金  
お よ び 見 舞 金 を 支 払 い ま せ ん 。  

( 6 )  当 該 旅 行 日 程 に お い て 、 お 客 様 が 当 社 の 手 配  
に 係 る 旅 行 サ ー ビ ス の 提 供 を 一 切 受 け な い 日  
（ 旅 行 地 の 標 準 時 に よ り ま す ） が 定 め ら れ て い  
る 場 合 に お い て 、 そ の 旨 及 び 当 該 日 に 生 じ た 事  
故 に よ る 生 命 、 身 体 又 は 手 荷 物 の 損 害 に つ い て  
は 、 補 償 金 及 び 見 舞 金 の 支 払 が 行 わ れ な い 旨 に  
つ い て 契 約 書 面 に 明 示 し た と き は 、 当 該 日 は 特  
別 補 償 規 程 に 規 定 す る 「 企 画 旅 行 参 加 中 」 と は  
い た し ま せ ん 。  
 

14 旅 程 保 証                      
     
( 1 )  当 社 は 、 ＜ 変 更 補 償 金 ＞ 表 左 欄 に 掲 げ る 旅 行  

契 約 内 容 の 重 要 な 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 旅 行 代  
金 に 同 表 右 欄 に 記 載 す る 率 を 乗 じ た 額 の 変 更 補  
償 金 を 旅 行 終 了 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 30 日 以  
内 に 支 払 い ま す 。 た だ し 、 お 客 様 一 名 に 対 し て  
一 旅 行 契 約 に つ い て 支 払 わ れ る 変 更 補 償 金 の 額  
は 、 旅 行 代 金 の 15％ を 限 度 と し ま す 。 ま た 、  
お 客 様 一 名 に 対 し て 一 旅 行 契 約 に つ き 支 払 わ れ  
る べ き 変 更 補 償 金 の 額 が 1, 0 0 0  円 未 満 の 場 合  
は 、 変 更 補 償 金 は 支 払 い ま せ ん 。  

( 2 )当 社 は 、 ＜ 変 更 補 償 金 ＞ 表 左 欄 に 掲 げ る 旅 行  
契 約 内 容 の 重 要 な 変 更 が 生 じ た 原 因 が 以 下 に よ  
る こ と が 明 白 な 場 合 は 、 変 更 補 償 金 を 支 払 い ま  
せ ん 。 た だ し 、 運 送 ・ 宿 泊 機 関 等 に 「 オ ー バ ー  
フ ロ ー 」 が 発 生 し て い る 場 合 を 除 き ま す 。  
・ 天 災 地 変 ・ 戦 乱 ・ 暴 動 ・ 官 公 署 の 命 令  
・ 欠 航 、 不 通 、 休 業 等 の 運 送 ・ 宿 泊 機 関 等 の 旅   

行 サ ー ビ ス 提 供 の 中 止  
・ 遅 延 、 運 送 ス ケ ジ ュ ー ル 変 更 等 の 当 初 の 運 行  

計 画 に よ ら な い 運 送 サ ー ビ ス の 提 供 、 お 客 様
の 生 命 ま た は 身 体 の 安 全 確 保 の た め 必 要 な 措
置 の 場 合  

( 2 )  当 社 が (1 )の 規 定 に 基 づ き 変 更 補 償 金 を 支 払  
っ た 後 に 、 当 該 変 更 に つ い て 当 社 に 「 12 当 社  
の 責 任 」 の 規 定 に 基 づ く 責 任 が 発 生 す る こ と が  
明 ら か に な っ た 場 合 に は 、 お 客 様 は 当 該 変 更 に  
係 る 変 更 補 償 金 を 当 社 に 返 金 し て い た だ き ま  
す 。 こ の 場 合 、 当 社 は 、 当 社 が 支 払 う べ き 損 害  
賠 償 金 の 額 と お 客 様 が 返 還 す べ き 変 更 補 償 金 の  
額 を 相 殺 し た 残 額 を 支 払 い ま す 。  



 
【 変 更 補 償 金 】  

 

15 お 客 様 の 責 任                      
     
( 1 )  お 客 様 の 故 意 又 は 過 失 、 法 令 ・ 公 序 良 俗 に 反  

す る 行 為 、 ま た は お 客 様 が 当 社 の 約 款 の 規 定 を  
守 ら な い こ と に よ り 当 社 が 損 害 を 被 っ た と き は  
当 社 は お 客 様 か ら 損 害 の 賠 償 を 申 し 受 け ま す 。  

( 2 )お 客 様 は 、 当 社 か ら 提 供 さ れ る 情 報 を 活 用 し  
契 約 書 面 に 記 載 さ れ た お 客 様 の 権 利 ・ 義 務 そ の  
他 旅 行 契 約 の 内 容 に つ い て 理 解 す る よ う に 努 め  
な け れ ば な り ま せ ん 。  

( 2 )  お 客 様 は 、 旅 行 開 始 後 に 、 契 約 書 面 に 記 載 さ  
れ た 旅 行 サ ー ビ ス に つ い て 、 記 載 内 容 と 異 な
る も の と 認 識 し た と き は 、 旅 行 地 に お い て 速 や
か に 当 社 又 は 旅 行 サ ー ビ ス 提 供 者 に そ の 旨 を 申
出 な け れ ば な り ま せ ん 。  
 

16 旅 券 ・ 査 証 に つ い て                        
     

現 在 お 持 ち の 旅 券 が 今 回 の 旅 行 に 有 効 か ど う か  
の 確 認 、 旅 券 ・ 査 証 取 得 は 旅 行 の 出 発 ま で に お  
客 様 の 責 任 で 行 っ て く だ さ い 。  
 

17 事 故 等 の お 申 出 に つ い て              
     

旅 行 中 に 、 事 故 な ど が 生 じ た 場 合 は 、 直 ち に 旅
行 日 程 表 で お 知 ら せ す る 連 絡 先 に ご 通 知 く だ さ
い （ も し 、 通 知 で き な い 事 情 が あ る 場 合 は 、 そ
の 事 情 が な く な り 次 第 ご 通 知 く だ さ い ）。  
 

18 個人情報の利用目的及び第三者提供について     
     
( 1 )  当 社 は 、 旅 行 申 込 み の 際 に 提 出 さ れ た 申 込 書  

に 記 載 さ れ た 個 人 情 報 に つ い て 、 お 客 様 と の 間  
の 連 絡 の た め に 利 用 さ せ て い た だ く ほ か 、 お 客  
様 が お 申 込 み い た だ い た 旅 行 に お い て 運 送 ･宿  
泊 機 関 等 の 提 供 す る サ ー ビ ス の 手 配 及 び そ れ ら  
の サ － ビ ス の 受 領 の た め の 手 続 に 必 要 な 範 囲 内  
又 は 当 社 の 旅 行 契 約 上 の 責 任 、 事 故 時 の 費 用 等  

を 担 保 す る 保 険 の 手 続 き 上 必 要 な 範 囲 内 で 、 そ  
れ ら 運 送 ・ 宿 泊 機 関 、 保 険 会 社 等 に 対 し 、 お 客  
様 の 氏 名 、 パ ス ポ ー ト 番 号 等 を 、 あ ら か じ め 電  
子 的 方 法 等 で 送 付 す る こ と に よ っ て 提 供 い た し  
ま す 。  

( 2 )  当 社 は 旅 行 先 で の お 客 様 の お 買 い 物 等 の 便 宜  
の た め 当 社 の 保 有 す る お 客 様 の 個 人 デ ー タ を 土
産 物 店 に 提 供 す る こ と が あ り ま す 。 こ の 場 合 、
お 客 様 の 氏 名 、 パ ス ポ ー ト 番 号 及 び 搭 乗 さ れ る
航 空 機 便 名 等 の 個 人 デ ー タ を 、 あ ら か じ め 電 子
的 方 法 等 で 送 付 す る こ と に よ っ て 土 産 物 店 に 提
供 い た し ま す 。 な お 、 こ れ ら 土 産 物 店 へ の 個 人
デ ー タ の 提 供 の 停 止 を 希 望 さ れ る 場 合 は 旅 行 開
始 前 に ご 連 絡 く だ さ い 。  

 

19 約 款 準 拠                  

本 旅 行 条 件 説 明 書 面 に 記 載 の な い 事 項 は 、 当 社  

の 旅 行 業 約 款 （ 受 注 型 企 画 旅 行 ） に 定 め る と こ  

ろ に よ り ま す 。  
 
 

山 形 県 知 事 登 録 旅 行 業 第 3- 3 0 1 号   

（ 一 社 ） 全 国 旅 行 業 協 会 正 会 員  

ト ラ ベ ル プ ラ ン ナ ー  と れ い る 。  

〒 99 1 - 0 0 5 4   

山 形 県 寒 河 江 市 仲 谷 地 3- 5 - 5 

電 話  0 2 3 7 - 8 4 - 1 8 8 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 補 償 金 の 支 払 い が 必 要
と な る 変 更  

一 件 あ た り の
率 （ ％ ）  

旅 行 開
始 前  

旅 行 開
始 後  

( 1 )  旅 行 契 約 に 記 載 し た 旅
行 開 始 日 又 は 旅 行 終 了 日 の
変 更  

1 . 5  3 . 0  

( 2 )  契 約 書 面 に 記 載 し た 入
場 す る 観 光 地 又 は 観 光 施 設
（ レ ス ト ラ ン を 含 み ま す ）
そ の 他 の 旅 行 の 目 的 地 の 変
更  

1 . 0  2 . 0  

( 3 )  契 約 書 面 に 記 載 し た 運
送 機 関 の 等 級 又 は 設 備 の よ
り 低 い 料 金 の も の へ の 変 更
（ 変 更 後 の 等 級 及 び 設 備 の
よ り 低 い 料 金 の 合 計 額 が 契
約 書 面 に 記 載 し た 等 級 及 び
設 備 の そ れ を 下 回 っ た 場 合
に 限 り ま す ）  

1 . 0  2 . 0  

( 4 )  契 約 書 面 に 記 載 し た 運
送 機 関 の 種 類 又 は 会 社 名 の
変 更  

1 . 0  2 . 0  

( 5 )  契 約 書 面 に 記 載 し た 本
邦 内 の 旅 行 開 始 地 た る 空 港
又 は 旅 行 終 了 地 た る 空 港 の
異 な る 便 へ の 変 更  

1 . 0  2 . 0  

( 6 )  契 約 書 面 に 記 載 し た 本
邦 内 と 本 邦 外 と の 間 に お け
る 直 行 便 の 乗 継 便 又 は 経 由
便 へ の 変 更  

1 . 0  2 . 0  

( 7 )  契 約 書 面 に 記 載 し た 宿
泊 機 関 の 種 類 又 は 名 称 の 変
更  

1 . 0  2 . 0  

( 8 )  契 約 書 面 に 記 載 し た 宿
泊 機 関 の 客 室 の 種 類 の 変
更 、 設 備 、 景 観 そ の 他 お 客
室 の 条 件 の 変 更  

1 . 0  2 . 0  


